
















































































　

＜評価方法＞
　算出した菌数によって洗浄や消毒の効果を評価します。管理規準値は食品衛生法等で決められて
いないため、各施設で設定しなければなりません。参考として、独立行政法人日本スポーツ振興セン
ターがこれまで実施した調理室の検査データから検討した要注意の目安例を下記の表1に示します。

　洗浄前と洗浄後あるいは消毒後に同一箇所について拭き取って、洗浄・消毒効果を見ること
もできます。

（2）スタンプ培養法

　小型のシャーレに寒天培地が分注されたスタンプ培地が市販
されているので、一般生菌数用、大腸菌・大腸菌群用など目的
に応じた培地を選択します。ピペットや希釈液など特殊なもの
がいらないので、簡便に実施できます。スタンプ法は、清浄度
が高いかあるいは低いかを判別する定性試験です。

●大腸菌群
　大腸菌など本来はヒトや動物の腸管（糞便）中に生息している、食品衛生法で決められてい
る性状を示す一群の菌の総称です。赤痢菌やサルモネラなど胃腸炎や食中毒を起こす菌は多
数ありますが、これらの菌を一つ一つ検査するのは手間もかかり困難です。そこで、これら
の菌が生息しているのが腸管（糞便）ですから、より簡単な検査法である大腸菌群を調べるこ
とにより、上記の病原菌がいるか否かを推定できます。例えば、加熱した食品から大腸菌群
が検出されたならば、加熱後の二次汚染か加熱不足など不適切な衛生管理の状態と判定でき
ます。

●大腸菌
　大腸菌とは生物分類上の名称ですが、食品衛生の分野では
大腸菌群の内44.5℃で発育できるなど特定の性状を示す菌を
いいます。その名称のように当然ヒトや動物の腸管（糞便）
中に生息していますが、一般に環境中では長期間生存できな
いことから、この菌が検出されたということは大腸菌群より
新鮮な糞便に汚染されているということが推察されます。
　食品衛生法では最も安全性が求められる生食用カキや冷凍
食品などに大腸菌の規格基準が定められています。

大腸菌・大腸菌群
（酵素基質寒天培地）
赤いコロニー：大腸菌群
青いコロニー：大腸菌　

※熱風消毒保管庫などで消毒した後の調理器具等は、一般生菌数をさらに低い数値で判断する必要があります。 

表1　要注意の目安例
床、腰壁 調理施設、設備、調理器具

一般生菌数 洗浄後、使用前で105/㎠程度以上の検出 洗浄後、使用前で104/㎠程度以上の検出
大腸菌群 洗浄後、使用前に検出 洗浄後、使用前に検出
大腸菌 検出 検出

スタンプ培地


